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開  催  日 令和３年３月２６日(金) 午後２時半～３時３５分 

場     所 ＯＭＭ ２０３・２０４号室 

出 席 理 事 数 １８名（理事定数２４名） 

議事録署名委員 柴田会長・築山監事・八木監事・西尾監事         順不同・敬称略 

報告事項 第１号 不動産公正取引協議会連合会第１８回通常総会 

     第２号 内閣府公益認定等委員会の立入検査 

     第３号 事務局の人事異動 

     第４号 クールビズの実施 

     第５号 規約研修会への講師派遣及び不動産広告問題研究会の開催 

     第６号 各種実態調査の実施 

     第７号 事情聴取会の開催 

     第８号 規約違反に対する違約金課徴 

     第９号 ホームページの更新及び広報の発行 

     第10号 財政検印状況など 

決議事項 第１号 令和３年度事業計画書（案） 

     第２号 令和３年度収支予算書（正味財産増減予算書）(案） 

     第３号 委員・調査員選任基準の変更 

     第４号 正会員年会費規程の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

令和２年度第４回理事会〔予算理事会〕 

柴田会長 令和２年度第４回理事会 
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報報告告事事項項第第３３号号  事事務務局局のの人人事事異異動動  

順不同・敬称略 

氏名 新役職名 前役職名 異動期日 

浦本佳代子 事務局次長 事務局課長 令和３年４月１日より 

鎌田  孝 事務局次長 事務局課長 令和３年４月１日より 

 

 

 

決決議議事事項項第第３３号号  委委員員・・調調査査員員選選任任基基準準のの変変更更  

 

新 委員・調査員選任基準 旧 委員・調査員選任基準 

 委員選出規程第５条及び調査員選出規程第５条に基づ 

き、委員・調査員選任基準を次の通り定める。 

① 宅地建物取引業法第３条に定める免許を受けた宅建業 

 者での、５年以上の業務経歴を有するものであって、み 

 ずから宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法 

 第１８条の規定により登録したもの。 

② 宅地建物取引業法第６５条に定める行政処分を受けた 

 事実のないもの。 

③ その他宅地建物取引業法に違反した事実のないもの。 

④ 不当景品類及び不当表示防止法に違反した事実のない 

 もの。 

⑤ 本協議会より注意の措置を受けて３年以上経過するも 

 の。 

⑥ 本協議会より警告の措置を受けて５年以上経過するも 

 の。 

⑦ 本協議会より厳重警告又は違約金課徴の措置を受けた 

 事実のないもの。 

 委員選出規程第５条及び調査員選出規程第５条に 

基づき、委員・調査員選任基準を次の通り定める。 

① 宅地建物取引業法第３条に定める免許を受けて 

 ５年以上の業務経歴を有するものであって、みず 

 から宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引 

 業法第１８条の規定により登録したもの。 

② 同左 

 

③ 同左 

④ 同左 

 

⑤ 同左 

 

⑥ 同左 

 

⑦ 同左 

  

附 則 

 この基準は、平成２９年５月２４日から改正施行する。 

附 則 

 この基準は、令和３年３月２６日から改正施行する。 

附 則 

 同左 
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決決議議事事項項第第４４号号  正正会会員員年年会会費費規規程程のの変変更更  
 

 

新 正会員年会費規程 変更案 旧 正会員年会費規程 

（目的） 

第１条 この規程は、定款第７条第１項の規定に基づき、正会員の 

 年会費について定める。 

（正会員の範囲と義務） 

第２条 正会員は、定款第５条に定める種別のとおりとし、定款第 

 ７条第１項の規定に基づき、本規程第３条に定める年会費を納入 

 しなければならない。 

２ 正会員は、本規程第３条第２項に基づき真正の会員数を報告す 

 るものとする。 

（年会費の算定） 

第３条 定款第７条第１項の規定による年会費は次の年会費算定式 

 により算定する。 

   基礎分担金５５５５００，，００００００円＋１１，，５５００００円×会員数  

２ 会員数の算定は、当該年度の前年度の１１月末日現在とする。 

 

３ 正会員の従たる事務所については、年会費算定式中の 

 「１，５００円」を「７５０円」と読み替えるものとする。 

（年会費の納入） 

第４条 正会員は毎年当該年度の年会費を年度当初の当協議会の総 

 会開催日までに全額を納入するものとする。 

 ただし、年度の中途に入会した正会員は、入会が認められた日か 

 ら３０日以内に納入するものとする。 

（期中入会の年会費） 

第５条 年度期中に入会した正会員の年会費は、当該期日を斟酌し、 

 理事会において決定することとする。 

（規程の改正） 

第６条 この規程の改正は、理事会の議決によるものとする。 

（目的） 

第１条 同左 

 

（正会員の範囲と義務） 

第２条 同左 

 

 

２ 同左 

 

（年会費の算定） 

第３条 同左 

 

 

２ 会員数の算定は、当該年度の前年度の 

 １２月末日現在とする。 

３ 同左 

 

（年会費の納入） 

第４条 同左 

 

 

 

（期中入会の年会費） 

第５条 同左 

 

（規程の改正） 

第６条 同左 

附 則 

 この規程は、平成１４年１２月３日から施行する。 

附 則 

 この規程の一部改正は、理事会の議決のあった日（平成１５年１ 

２月８日）から施行する。 

附 則 

 この規程の一部改正は、理事会の議決のあった日（平成２１年１ 

０月５日）から施行する。 

附 則 

 この規程は、公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会の設立 

の登記の日から施行する。 

附 則 

 この規程の一部改正は、理事会の議決のあった日（令和３年３月 

２６日）から改正施行する。 

附 則 

 同左 

附 則 

 同左 

 

附 則 

 同左 

 

附 則 

 同左 
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 令和３年度においても、新型コロナウイルスの蔓延・感染拡大の不安要素は拭い切れず、不

動産業はもとより国内外の経済活動の停滞も懸念され、予断を許さない厳しい状況が続くもの

と予測される。 

 翻り、今まで以上のオンライン化が求められる社会生活の変化の中で、インターネット広告

は不動産取引を始めるための重要な端緒であり、引き続き、その適正化を図ることが当協議会

の責務であることに変わりはない。 

 このため、当協議会は消費者庁・公正取引委員会の指導を仰ぎ、 「不当景品類及び不当表

示防止法」の規定に基づく「不動産の表示に関する公正競争規約」(以下「表示規約」とい

う。)及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(以下「景品規約」

という。)を運用し、構成団体をはじめ関係官公庁、関係団体、首都圏ポータルサイト広告適

正化部会 (以下「ポータル部会」という。）、消費者モニター等に支援と協力を求め、インタ

ーネットの「おとり広告」の撲滅に取り組む。他方、架空の建築確認番号をインターネット広

告に記載している新築住宅についても監視の強化に努めることとする。 

 以下、令和３年度の事業計画を次のとおり定める。 

 

１１  事事業業活活動動のの広広報報及及びび規規約約等等のの普普及及啓啓発発にに関関すするる事事業業ににつついいてて  

    （（定定款款第第４４条条第第１１号号、、第第５５号号関関係係  担担当当：：広広報報・・総総務務委委員員会会））  

（（１１））ホホーームムペペーージジにによよるる情情報報提提供供のの推推進進  

      当協議会の事業活動のＰＲや規約等の普及啓発に資するため、行政からの周知依頼、広 

  報誌、厳重警告・違約金課徴事例、規約研修用のＤＶＤ(動画)などをホームページに掲載 

  するとともに、緊急かつ重要な事項については、一般報道機関向けにプレスリリースを情 

  報発信するほか、所定の業務・財務関係等の資料についても情報を公開する。   

（（２２））広広報報誌誌のの発発行行  

      関係官公庁、消費者団体、広告媒体社及び構成団体等に対し、当協議会の事業活動につ 

  いて理解を求めるため、広報誌を年２回程度作成・配布すると同時に、ホームページにも 

  広報誌を掲載することによりその効果を一層高める。 

（（３３））規規約約集集・・不不動動産産広広告告ハハンンドドブブッックク・・公公正正表表示示スステテッッカカーーのの頒頒布布  

      表示規約及び景品規約等の条文を取りまとめた規約集「不動産の公正競争規約」と実務 

  者向けに規約解説や広告表示例等を取りまとめた「不動産広告ハンドブック」を頒布する 

  ほか、規約に対する遵守意識を啓発するため、会員事業者の店頭掲示用の「公正表示ステ 

  ッカー」を頒布する。 

 

２２  規規約約のの相相談談業業務務及及びび指指導導業業務務のの推推進進にに関関すするる事事業業ににつついいてて  

    （（定定款款第第４４条条第第２２号号、、第第５５号号、、第第７７号号関関係係  担担当当：：指指導導委委員員会会））  

（（１１））表表示示規規約約及及びび景景品品規規約約にに関関すするる相相談談業業務務  
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  規約の普及啓発・周知徹底を図るため、会員事業者のみならず、誰もが自主的に参加する 

  ことができる「自主研修会」(規約研修会)を開催する。 

   また、規約違反の再発防止を図るため、違約金課徴、厳重警告及び警告の措置を講じた 

  会員事業者を対象に「義務講習会」(規約研修会)を開催する。 

（（３３））構構成成団団体体等等ににおおけけるる規規約約研研修修会会へへのの協協力力  

      構成団体や関係団体等が主催する規約研修会については、それぞれの要請に応じて、講 

  師の派遣を行うとともに規約研修会のレジュメや資料なども提供する。 

（（４４））不不動動産産広広告告問問題題研研究究会会のの開開催催  

      規約の解釈運用に対する意見交換・情報交換を図るとともに、不動産広告の作成に関連 

  する法律や知識などを習得するため、賛助会員・維持会員の実務担当者と「不動産広告問 

  題研究会」を年３回程度開催する。 

（（５５））規規約約研研修修用用ののＤＤＶＶＤＤ((動動画画))のの作作成成  

      表示規約及び同施行規則の改正に伴い、新規入会者向けの規約研修用のＤＶＤ(動画)を 

  作成する。 

  

３３  規規約約違違反反にに対対すするる審審査査・・調調査査及及びびそそのの是是正正措措置置等等にに関関すするる事事業業ににつついいてて  

    （（定定款款第第４４条条第第３３号号、、第第４４号号、、第第８８号号関関係係  担担当当：：表表示示審審査査・・調調査査・・措措置置委委員員会会))  

（（１１））広広告告審審査査及及びび広広告告調調査査のの実実施施  

      広告審査及び広告調査については、引き続き、構成団体をはじめ関係官公庁、関係団体、 

  ポータル部会、消費者モニター等に支援と協力を求めながら経常的な調査を実施するとと 

  もに、必要に応じて、規約違反の被疑情報についても臨時の委託調査を行う。 

   このうち、経常的な調査である「官民合同不動産広告実態調査」については構成団体と 

  の緊密な連携のもと、原則、府県単位で年１回の開催とし、その実施時期や調査対象物件 

  等は地域の実情に即して柔軟に対処する。  

((２２))  事事情情聴聴取取会会のの開開催催  

      表示規約、違反調査等事務処理規程等に基づき、著しく悪質な「おとり広告」や重大な 

  不当表示などを行った会員事業者に対して、当該事案に対する意見や証拠等を提出する機 

  会等を与えるため、所要の事情聴取会を開催する。 

   加えて、国土交通省、近畿二府四県の景品表示法・宅建業法担当課、ポータルサイト運 

  営会社等の担当者にも同席を求める。 

（（３３））規規約約違違反反にに対対すするる是是正正・・措措置置及及びびポポーータタルルササイイトト掲掲載載停停止止施施策策のの実実施施  

      広告審査・広告調査等の結果、規約違反が認められたものについては違反調査等事務処 

理規程等に基づき、規約違反の内容・程度に応じて是正・措置を講じる。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

新新型型ココロロナナウウィィルルススにに関関すするる緊緊急急事事態態宣宣言言のの適適用用にに伴伴いい、、４４月月２２６６日日((月月))  

よよりり、、職職員員等等のの感感染染予予防防・・感感染染拡拡大大防防止止ののたためめ、、事事務務局局ののシシフフトト制制・・時時間間  

短短縮縮をを採採用用ししてていいまますす。。ままたた、、役役員員・・構構成成団団体体職職員員・・郵郵便便及及びび配配達達関関係係以以  

外外のの方方ののごご来来訪訪（（広広告告相相談談をを含含むむ））ををおお断断りりししまますす。。  

広広告告相相談談（（電電話話・・ＦＦＡＡＸＸ））１１００時時～～１１２２時時／／１１３３時時～～１１７７時時  
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   措置の区分に関しては、比較的軽微な規約違反の場合は注意・警告等の措置を講じる一 

  方で、著しく悪質な「おとり広告」や重大な不当表示を行った場合は、違反行為の内容、 

  程度、影響、違反期間の長短、広告表示の改善の見込みその他の事情を勘案して、厳重警 

  告及び違約金課徴等の措置を講じることとする。 

   また、厳重警告及び違約金課徴の措置を講じた会員事業者については、引き続き、不動 

  産情報サイトの運営会社・団体と連携して、各サイトへの広告掲載を少なくとも１か月以 

  上停止する施策を実施するほか、原則、厳重警告に従わずに再度、違約金課徴の措置を受 

  けた会員事業者については、規約違反の概要及び会員事業者名等をホームページや広報等 

  を通じて公表する。 

（（４４））ポポーータタルル部部会会ととのの連連携携  

      ポータル部会との連携については、引き続き、広告掲載停止の施策を継続するとともに、 

  ポータル部会の審査等の担当者と「意見交換会」を開催する。 

   さらに、調査業務に関する協力を求めるとともに、規約違反物件や規約違反事業者名等 

  についても情報を共有するほか、会員事業者の規約遵守に係る啓発事業等についても連携 

  を模索する。 

（（５５））非非会会員員事事業業者者のの誇誇大大広広告告等等のの取取りり扱扱いい  

      非会員事業者の不当表示や過大景品の取り扱いについては、消費者庁をはじめ国土交通 

  省、近畿二府四県の宅建業法担当課等に被疑事案を申告することにより改善を求める。 

  

４４  渉渉外外及及びび運運営営等等にに関関すするる事事業業ににつついいてて  

    （（定定款款第第４４条条第第６６号号、、第第７７号号、、第第９９号号関関係係  担担当当：：総総務務委委員員会会））  

（（１１））関関係係官官公公庁庁及及びび関関係係団団体体ととのの連連携携  

      表示規約及び景品規約の普及啓発・周知徹底を図るため、引き続き、構成団体はもとよ 

  り消費者庁、公正取引委員会、国土交通省、近畿二府四県の景品表示法・宅建業法担当課、 

  関西広告審査協会、消費者団体、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会及び 

  不動産公正取引協議会連合会(以下「連合会」という。)等と相互に連携し、事業計画に則 

  り事業活動の推進に取り組む。 

（（２２））賛賛助助会会員員等等のの入入会会促促進進  

      規約の適正かつ円滑な運用の観点から、引き続き、広告会社、広告媒体社、ポータルサ 

  イト運営会社等に、相談業務や入会案内の機会を通じて、賛助会員等の加入を働きかける。 

   併せて、主なポータルサイト運営会社に対しては、必要に応じて、厳重警告・違約金課 

  徴の対象事業者の広告掲載停止に関する施策への参画を求める。  

（（３３））不不動動産産広広告告にに関関すするる消消費費者者講講座座のの開開催催及及びび消消費費者者向向けけのの規規約約研研修修会会へへのの講講師師派派遣遣  

      消費者に対する規約の普及啓発に資するため、「不動産広告に関する消費者講座」を開 

  催し、インターネットをはじめ不動産広告の見方・読み方などの具体的な留意点を説明す 

  る。 

   他方、消費者団体や構成団体等が主催する消費者向けの規約研修会への講師の派遣を行 

  うほか、資料の作成などについても協力する。 

（（４４））消消費費者者モモニニタターー制制度度のの運運営営  

      消費者モニター制度を通じて、引き続き、インターネットや新聞折込チラシ等の広告収 

  集及び当協議会の事業活動や規約の解釈運用に対する意見等を把握するため、「消費者モ 

  ニター説明会」を年４回程度、「消費者モニター懇談会」を年２回開催する。 

 

５５  表表示示規規約約及及びび同同施施行行規規則則のの改改正正ににつついいてて  

    連合会事業の中、表示規約及び同施行規則の改正に向けて、消費者庁及び公正取引委員会 
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 の指導を仰ぎながら、速やかにその申請、施行が行えるよう協力する。 

  また、表示規約及び同施行規則の改正後、ホームページからの動画配信、広報誌、規約研 

 修会などの機会を通じて、新しい不動産広告ルールの普及啓発・周知徹底に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報報告告事事項項第第５５号号  自自主主研研修修会会のの開開催催ととテテレレワワーーククルルーームム等等のの記記載載にに係係るる注注意意喚喚起起  
 

  ● 自主研修会(規約研修会)の開催 

日  時 令和３年３月１５日 午後２時～ 

場  所 ＯＭＭ ２０４・２０５号室 

主  催 当協議会 

対  象 注意処分の規約違反事業者 

出席者数 １１名  

講  師 田中規約推進特別講師 

出席役員 松本専務理事・屋指導副委員長 

出席官庁 

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所  吉岡 取引第一係長 

京都府府民環境部消費生活安全センター    濱田 専門幹 

和歌山県環境生活部県民局県民生活課     北野 主査 

  順不同・敬称略 

 

自主研修会 
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首都圏不動産公正取引協議会発行【公取協通信第３１５号】より引用 

      ※ 近畿地区不動産公正取引協議会 例示の一部だけ加筆 

 

 

令和３年４月２６日 

 

賛助会員・維持会員 各位 

 

                                   公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 

                                      指導委員長  大 村 裕 史                   

                          

 

 

「テレワークルーム(納戸)」等の表現に係る不動産広告Ｑ＆Ａ 

 

 

平素は、当協議会業務に特段のご高配を賜り誠に厚くお礼申し上げます。  

 現在、賛助会員から標記に関係する広告相談が急増しており、不動産広告ルールの適正な運用を確保するた 

め、不動産広告Ｑ＆Ａを作成しました。  

 つきましては、何卒ご留意くださいますようよろしくお願い申し上げます。  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ｑ. コロナウィルスによる感染症の影響で在宅勤務で利用するスペースの需要が増えていることから、納戸を 

「テレワークルーム（納戸）」と表示したいのですが、問題はないでしょうか︖ 

 

Ａ．建築基準法では、居室と認められていない納戸等の非居室において、居室でなければ認められない用途で 

利用することを禁止していることから、「テレワークルーム（納戸）」と表示した場合には、建築基準法上、

テレワークルームとして合法的に利用できないにもかかわらず、テレワークルームとして利用できると誤認さ 

れるおそれのある不当表示となり、表示規約に違反することとなります。また、ご質問の「テレワークルーム」 

以外にも表示規約違反となる例として次のものがあります。 

 

< 例 示 > 

● 「フリールーム（納戸）」 

● 「書斎（納戸）」 

● 「ファミリールーム（納戸）」 

● 「ホビールーム（納戸）」 等 

 

なお、従来からの「サービスルーム（納戸）」等と表示しつつ、「テレワークルームとして使えます」等と

表示した場合も同様の不当表示になります。   
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【【新新型型ココロロナナワワククチチンンにに便便乗乗ししたた詐詐欺欺にに御御注注意意くくだだささいい!!】】  

  新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金銭や個人情報を 

だましとろうとする電話に関する相談が消費生活センターへ寄せられています。 

 市区町村等が、ワクチン接種のために金金銭銭やや個個人人情情報報をを電電話話・・メメーールルでで求求めめるるここととははあありり  

まませせんん。。  

  各自治体でワクチン接種の予約が開始されていますが、以下のようなワクチン接種の予約 

代行に関する相談事例が見られます。「「金金銭銭のの支支払払」」やや「「個個人人情情報報のの提提供供」」をを行行うう際際ににはは、、  

十十分分御御注注意意くくだだささいい。。 

【予約代行に関する相談事例】 

 ・「予約代行する」と市役所職員を名乗った人が自宅に訪ねてきた 

 ・「金銭を払えば予約代行する」という怪しい電話があった 

 困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン 188に御相談ください。 

 また、新型コロナワクチンに関する情報は、首相官邸ウェブサイト、厚生労働省ウェブサイ 

トや国民生活センター(ワクチン接種を口実にした消費者トラブル事例等)にて掲載されており 

ます。併せて御確認ください。 
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新型コロナワクチン詐欺等の便乗詐欺商法に注意！ 

     〔消費者庁ホームページより一部引用〕 
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１ 社員総会の日時及び場所    令和３年 ６月２２日(火) 午後２時３０分～ 

                ホテルグランヴィア大阪（大阪市中央区） 

２ 社員総会の目的である事項（予定） 

    (1) 報告事項  第１号 令和２年度事業報告に関する件 

    (2) 審議事項  第１号 定款の変更に関する件 

            第２号 令和２年度決算案に関する件 

                    

 

 

 

開催日 行事名 会場（予定を含む） 

４月 

８日㈭ 令和３年度第１回事情聴取会／第１回措置委員会 ＯＭＭ 

14日㈬ 消費者モニター説明会 ① ＯＭＭ 

16日㈮ 伝票印押し 事務所 

22日㈭ 消費者モニター説明会 ②③ ＯＭＭ 

クールビズの実施〔５月６日～１０月２９日〕 

５月 

13日㈭ 令和３年度第１回総務委員会 ＯＭＭ 

14日㈮ 専務理事・調査委員長・表示審査委員長打合せ ＯＭＭ 

19日㈬ 伝票印押し／令和３年度第１回財政委員会（決算） 大手前類第一ビル 

26日㈬ 令和２年度決算監査会 全日大阪会館 

６月 

１日㈫ 
ポータルサイト部会との事務取扱いに係る打合せ ＷＥＢ 

令和３年度定時総会   【(一社)全国公取協連合会】 書面決議 

３日㈭ 令和３年度第１回理事会 ＯＭＭ 

18日㈮ 伝票印押し 事務所 

22日㈫ 令和３年度定時社員総会 ホテルグランヴィア大阪 

24日㈭ 新規開業者研修会           【滋賀宅建】 逢坂ビル 

28日㈪ 景品表示法適正化功績者表彰       【内閣府】 内閣府特命担当大臣室 

令令和和３３年年５５月月２２００日日現現在在 

主な会議日程【令和３年４月～６月】 

新型コロナウィルスの感染状況に鑑み、令和３年度定時社員総会後に開催す 

る「懇親会」を令和２年度に続き中止します。 

なお、定時社員総会は、マスク着用、消毒をお願いしまして、予定通り開 

催いたします。 

令和３年度定時社員総会の開催 
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